
様式第７号（第１０条関係）                                  

 

揚水設備設置（増設・使用・変更）届出書 

 

   年     月   日 

 

塩 竈 市 長  殿  

届出者  住所（主たる事務所の所在地） 

                           〒 

                           電話番号 

                           氏名（名称及び代表者の氏名）               印 

                                               

 

  公害防止条例第５２条第１項（第５３条第１項・第５４条第１項・第５４条第２項）の規定により， 

揚水設備について，次のとおり届け出ます。 

 

工場又は事業場の事業の種類  

揚水設備名称及び番号    

既設・新設・使用・変更の別    

地下水の用途    

揚水設備設置の場所    

※揚水設備の構造 別紙のとおり 別紙のとおり 別紙のとおり 

※揚水設備の使用の方法 別紙のとおり 別紙のとおり 別紙のとおり 

※※受理年月日    

 

備考  １ 事業の種類は，日本産業分類によること。 

    ２ ※の欄の記載については，別紙によることとし，かつ，できる限り図面，表等を利用すること。 

    ３ 用紙の大きさは，日本工業規格Ａ列４版とし，別紙についても，やむを得ない場合を除き，同 

様とすること。 

    ４ ※※の欄には，記載しないこと。



 

 

別紙  揚水設備の構造及び使用の方法（建設工事） 

 

建 設 作 業 の 名 称 

 

 

 

 

 

建 設 作 業 の 目 的 

 

 

 

 

 

建 設 作 業 の 場 所 

 

 

 

 

排 水 を 必 要 と す る 

作 業 の 種 類 

 

 

 

揚 水 設 備 の 名 称 

形 式 及 び 仕 様 

 

 

 

 

建 設 作 業 実 施 期 間 

 

自   年  月  日 

 

至   年  月  日 

排水作業実施期間 

自   年  月  日 

 

至   年  月  日 

作 業 の 開 始 及 び 

終 了 の 時 間 

作 業 開 始        作 業 終 了 実 働 時 間 

 

 
 

地盤沈下の防止の計画 

  

 

 

 

 

 

 

添 付 書 類 

 

 

１．揚水設備の設置場所付近の見取り図     ５．工程表 

２．揚水設備の位置、機種能力等を示す構造図  ６．計画平面・断面図 

３．地下水の揚水及び排水の系統を示す構造図  ７．土質試験関係資料 

４．現場付近の柱状図とその位置        ８．揚水量試算結果 

建 設 作 業 発 注 者 の 

住 所 ・ 氏 名 

 

 

電話 

届出者の現場責任者の 

氏 名 及 び 連 絡 先 

 

 

電話 

作業者が届出者と異 

な る 場 合 は 、 当 該 

作業者の住所・氏名 

 

 

電話 

上記の現場責任者の 

氏 名 及 び 連 絡 先 

 

 

                      電話 



別紙  揚水設備の構造及び使用の方法 

 

揚水設備の名称及び 

揚 水 設 備 番 号 

  

 

 

 

 

 

   

既 設 ･ 新 設 ･  

使 用 ・ 変 更 の 別  

 

 

 

 

 

 

   

 

地 下 水 の 用 途 

 

 

 

 

 

 

   

井戸ストレーナーの 

位 置 （ 地 表 面 下 ） 

 

 

 

 

 

 

   

揚 水 機 吐 出 口 の 

 断 面 積 

 

 

 

 

 

   

揚 水 機 の 能 力 

（時間あたり最大） 

 

 

 

 

 

 

   

地
下
水
採
取
量 

     （通常） 

ｍ3／時×稼働時間 

 

 

 

 

 

 

   

（最大） 

ｍ3／時×稼働時間 

 

 

 

 

 

   

 

使用開始予定年月日 

 

 

 

 

 

 

 

   

             １ 揚水設備設置場所の付近の見取り図 

添 付 資 料      ２ 揚水設備の位置、機種能力等を示す構造図及び柱状図 

             ３ 地下水の揚水及び排水の系統を説明する書類 

 

備 考   揚水設備の番号は、揚水設備ごとに、一連番号となるように付すること。 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


